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昭
和
三
十
六
年
五
月
十
九
日
提
出 

質

問

第

一

八

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

台
湾
に
お
け
る
日
本
国
民
の
私
有
財
産
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
三
十
六
年
五
月
十
九
日 

衆 
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淸 
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郞 
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渡 

 

一 

 



 

一 

政
府
は
、
私
有
財
産
の
問
題
を
早
急
に
解
決
す
る
た
め
、
す
み
や
か
に
特
別
取
り
決
め
を
行
な
う
べ
き
も
の

と
考
え
る
が
、
具
体
策
は
ど
う
か
。 

一 

折
衝
中
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
経
過
に
つ
い
て
明
示
さ
れ
た
い
。 

一 

日
華
条
約
第
三
条
の
私
有
財
産
の
特
別
取
り
決
め
に
つ
き
政
府
は
折
衝
し
て
い
る
か
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 

台
湾
に
お
け
る
日
本
国
民
の
私
有
財
産
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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